
 

七国山・小山田第一種風致地区Ｓ地域（甲・乙）緑化基準Ⅳの概要 

 １ 緑化基準Ⅳ 

 

 

 

 ２ 緑地率＝緑地面積÷敷地面積×１００ 

   緑地面積の算定 

  (１)単独木 

①高木は 1本あたり３㎡とする。(直径約２ｍに相当) 

 

②中木は 1本あたり１㎡とする。(直径約１.１５ｍに相当) 

※ただし、現況及び植栽時において樹高が高木にあっては３ｍ、中木にあっては１ｍを超えるも

のについては、その高さの７割を直径とする円の面積を緑地として算定することができる。 

 

③低木は１本あたり０．６㎡又はその樹冠投影面積とする。（直径約０.９ｍに相当） 

 中高木の根本周辺に低木類を植栽した場合、低木類の植栽面積のほかに、中高木の緑地面積を

重複して算定することができる。 

 

(２)緑地帯 花壇（ＣＢ）等にて区画して植栽された土地の面積 

 

(３)生 垣 生垣の幅に長さを乗じた土地の面積 

ただし、生垣の幅は０．６ｍとして換算することができる。 

①接道部の生垣については、垂直面についても緑地面積として割増算定することができる。 

 「生垣の幅×接道緑化延長」＋「接道緑化延長×生垣の高さ」 

[例]  【立面】 

 

 

 

 

②接道部分で、生垣が敷地側に折れ込んでいる場合、道路側境界から２ｍの位置までの生垣の垂

直面についても、緑地面積に算定することができる。(ただし道路境界から生垣まで遮蔽物がな

いこと) 

[例]  【平面】 

 

 

 

 

③道路に面していない生垣については、駐車場等の視線を遮らないものの後ろに設置したものは、

その垂直面を緑地面積として算定することができる。(ただし垂直面の緑地面積の２分の１ま

でとする) 

(１) 緑 地 率 ３０％以上 ○建蔽率        ２０％以下 ⇒ ３０％以下 

○壁面後退距離(道路側) ３.０ｍ以上 ⇒ ２.０ｍ以上 

○壁面後退距離(隣地側) １.５ｍ以上 ⇒ １.０ｍ以上 (２) 接道緑化率 ４０％以上 

 

高さ（１．０ｍ） 

A０．６m×５ｍ=３．０㎡(緑地面積) 

B５ｍ×１．０m=５．０㎡(割増面積) 

 

合計＝８．０㎡ として算定可能 
接道緑化延長５ｍ 

幅０.６ｍ 

▲
隣
地

 ※高さ１．０ｍの生垣の場合 

▼
隣
地

 

▲道路境界線 

２．０ｍ 

２．０ｍ×１．０ｍ＝２．０㎡ 

(割増面積) 

敷地内 

別紙 



 

    [例]  【平面】 

 

 

 

 

 

 

(４)芝生 芝生面積の２分の１を緑地面積として算定する。また、その面積は緑地面積全体の２分

の１以内とする。 

 

(５)花壇 草花などを植栽する場合は、石材等により境界を明確にした区域を緑地面積として算定

する。 

 

(６)残存緑地に対する割増 

①単独木の場合は、(１)により算出した面積に、１．５を乗じて得た数値を緑地面積として算定

することができる。 

②樹林又は群植の場合、樹冠投影の外縁を結んだ土地の面積に、２．０を乗じて得た数値を緑地

面積として算定することができる。 

  ※移植の場合は、残存緑地ではなく新規植栽となる。 

 

３ 接道緑化率＝接道緑化延長÷接道延長×１００ 

 接道緑化率の算定 

(１)接道部の生垣について、接道緑化延長として算定する。 

[例]  【平面】 

 

 

 

(２)接道部分で生垣が敷地に折れ込んでいる場合、道路境界から２ｍの位置までの生垣については、

接道緑化延長として算定することができる。(ただし道路境界から生垣まで遮蔽物がないこと) 

  [例]  【平面】 

 

 

 

(３)道路に面していない生垣については、駐車場等の視線を遮らないものの後ろ及び側面に設置し

たものは、その延長の２分の１を接道緑化延長として算定する。 

  [例]  【平面】 

３．０ｍ×１．０ｍ×１/２ 

＝１．５㎡(割増面積) 

敷地内 

長さ３．０ｍ 

高さ１．０ｍ 

※駐車場等の視線を遮らないものの後ろに設置した場合に限る 

道路境界線 

道路境界線 

後退２．０ｍ 

２ｍを接道緑化延長として加算可能 

※長さの測定は中心線とする。 

４．０ｍ÷１０ｍ×１００＝４０％ 

接道延長１０ｍ 

４．０ｍ 

３．０ｍ×１/２＝１．５ｍを 

接緑化延長として加算可能 
敷地内 

３．０ｍ 

高さ１．０ｍ 

駐車場等の視線を遮らないものの後ろに設置した場合に限る 

道路境界線 


